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資料１ 



 

■日 時 令和６年１月２３日（火） 午後２時～４時 

■場 所 立川市役所１０４会議室 

■出席者 （敬称略） 

［立川市地域包括支援センター運営協議会委員］ 

学識経験者 宮本 直樹（会長） 

医療従事者                    中村 伸 

第1号被保険者代表                          岡田 有子 

第２号被保険者代表                阿部 芳 

介護サービス利用者代表              三松 廣 

        介護サービス事業従事者                  石井 光太郎 

民生委員児童委員 河野 はるみ 

      ［地域包括支援センター職員］ 

ふじみ地域包括支援センター             安藤 徹 

はごろも地域包括支援センター                        岡村 深鈴 

        たかまつ地域包括支援センター                        野田 美輝 

        わかば地域包括支援センター             菅根 浩子 

        さいわい地域包括支援センター                        荒井  央 

        かみすな地域包括支援センター           秋間 さや子、茶野 真由美 

     ［福祉相談センター職員］ 

        にしき福祉相談センター              松田 光子 

        かみすな福祉相談センター             井上 千花子 

        にしすな福祉相談センター             大原 郷治 

［市職員］ 

 福祉保健部長                   五十嵐 智樹 

保健医療担当部長                      浅見 知明 

福祉総務課長                    西上 大助 

   高齢福祉課長                   村上 満生 

地域福祉課長                                          小平 真弓 

介護保険課長                        高木 健一 

高齢福祉課在宅支援係長                               石垣 裕美 

高齢福祉課介護予防推進係長                 丸山 清孝 

高齢福祉課在宅支援係       倉田 雄一、八坂 里加、黒瀬 里沙、吉川 隆久
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午後２時００分 開会 

高齢福祉課長  すみません、まだお越しになってない方がいらっしゃるんで

すけれども、定刻になりましたので会議を始めさせていただき

ます。 

 これまで、委員の皆さまのご意見等もいただきながら、高齢

者福祉介護計画のほうも素案のところまでできて、パブリック

コメント、皆さんのご協力もありまして、多数お寄せいただき

まして、ご協力ありがとうございます。 

 後ほどまた概要のほうをお伝えさせていただきますけれど

も、当初の計画、最初の案からするとだいぶ、いろいろ修正さ

れて、より良いものが出来上がったと考えております。今後と

も協力のほう、よろしくお願いします。 

 以上、このまま会長のほうに引き継がせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。年が明けましての運営協議会という

ことで今年もどうぞよろしくお願いいたします。と、申しまし

ても、われわれの任期は今日を含めてあと２回ということでご

ざいますので、貴重な会議でございますので、活発なご意見を

頂戴できればと思っております。 

 この運営協議会は、皆さん方のそれぞれのお立場で、大所高

所からの忌憚（きたん）のないご意見を頂戴するというところ

がとても大切なんですが、専門職の方々の意見集約をしている

地域ケア推進会議とも連動して、政策形成につなげてまいりた

いというところが、改めてですが肝でございまして、今、地域

ケア推進会議でもいろんな議論の集約が行われていますけれど

も、その中でお一人さまの支援、そしてさらにそこから連動す

るところのＡＣＰ。 

 ＡＣＰはＡｄｖａｎｃｅ Ｃａｒｅ Ｐｌａｎｎｉｎｇとい

うものなんです。人生会議なんて言われますけれども、あらか

じめ、前もってもしものことを考えて、そして共有していくと

いうような考え方なんですけれども、こちらのほうの検討を

着々と進めております。またまとまった段階で皆さま方にご報

告ができるのかなと思っております。 
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 さて、今日のメインテーマは議事次第の中だと、３の協議事

項の（２）のセンターの振り返りのところがメインになろうか

と思います。また委員の皆さま方には一言ずつ順番にここのと

ころ、資料の３になりますけれども、また順番でそこのところ

で今日はそこに時間をしっかりと取ってもらいたいと思いま

す。あらかじめ、お願いいたしておきます。 

 それでは、次第にのっとって進めてまいりたいと思います。 

 その前に今日の会議の成立状況ですが、今、６名の委員さん

出席しています。９名の定員のところ６名出席ということでご

ざいますので、今日の協議会は成立いたしております。 

 それでは、次第の２番、議事録の確認でございます。皆さま

方にあらかじめご確認をいただいておりますので、特にここで

修正のご意見、何かございますか、よろしゅうございますでし

ょうか。ありがとうございます。 

 では、前回第４回の議事録はこれで確定とさせていただきま

す。ありがとうございます。 

 Ｃ委員ご到着です。これで出席７名ということでございま

す。ありがとうございます。 

 それでは３の協議事項に入ります。（１）番、第９次高齢者

福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定についてでございま

す。 

 まず事務局からご説明お願いいたします。 

 

高齢福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お手元の資料でパブリックコメント実施状況と結果について

という資料があるかと思いますけれども、そちらをお手元にご

用意いただいてよろしいですか、ありがとうございます。ない

方いらっしゃいますか、大丈夫ですか。 

 今回は初めての試みとして、介護計画のほうの説明をする動

画をネットに上げさせていただいて、それから素案を委員の皆

さまにも周知のほうをしていただきまして、多数のご意見をい

ただきました。その意見に対する回答をまとめられたものにな

っております。多かったところを説明させていただきます。 

 意見を反映するものが９件ありまして、その中でも１番目が

わかば地域包括支援センターのところにサテライトも記載して

ほしいという、ＢＡＳＥ☆298、出張包括。栄福祉会キッチンさ
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かえ、公務員宿舎共用棟内というところ、ここの部分を加えて

ほしいという意見がありまして、そちらのほうは加えさせてい

ただいて、付けます。 

 次に５番目のところです。０次予防のイメージのところで、

具体例のところにフレイル予防が入っていた関係で、こちらの

ほうは整合を取るために０次予防のところの例からは削除させ

ていただいております。 

 次のページ、４ページに行っていただいて、修正のほうは主

立ったもの、あと９番目の電子申請のほうが増えると介護支援

専門員の業務負担の軽減につながるというところなんですけれ

ども、こちらにつきましても、国の自治体ＤＸ推進計画もあり

ますので、なるべくオンラインで申請できるものは追加してい

くような形で取り組んでいきたいと考えています。 

 続きまして５ページ目の市の考え方を説明するものが24件あ

るんですけれども、その中で１番目とその後に行きまして、１

番目と11番目、９ページの11番目のところの内容がかぶるとこ

ろがあるんですけれども、地域包括支援センターの土日の、平

日の相談対応や地域活動を進めていけるように土曜日の窓口開

所をやめて平日に人材を集中させて対応していくべきであると

いうところがあるんですけれども、これにつきましては、国の

ほうも地域包括支援センターについては業務負担の軽減、質の

確保、体制整備を図るというところが基本方針になっています

ので、そういうこともありますし、現状、地域包括支援センタ

ーの負担もかなり大きいという話、意見も出ていますので、こ

れにつきましては、来年度中、皆さまと検討していきながら、

どういう在り方が一番、地域包括支援センターも含め、自治体

側にとっても一番は市民の方にとって、どういう形が一番いい

のかというのを考えていきたいと考えております。 

 私のほうからは主立ったところは以上になります。 

 

介護保険課長 

 

 

 

 

 介護保険課長です。 

 介護保険課に関連するもので主立ったものについてご紹介さ

せていただきます。 

 まず10ページの13番になります。特別養護老人ホームの入所

についてで、入所対象が厳しいということと、対象になっても
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長期の空き待ちがあるということと、それとあと、年金で入れ

るよう入居施設を充実してほしいというような意見でございま

した。 

 市の対応としては、現状要介護３以上が対象となりますけれ

ども、要介護１の方でもやむを得ない事情等があれば特例で入

所はできるということと、入所の難しさについては徐々に減少

してきておりまして、以前と比べれば入所しやすい状況になっ

きているということです。それとあと、施設を増やすのではな

くて、まずは稼働率が50％未満の施設が複数ありますので、施

設を増やすよりも介護職員の確保・育成等が喫緊の状況で課題

というふうに示しております。 

 その下の14番の介護人材の確保・育成・定着への支援で、こ

れについては外国人介護人材の方抜きでは事業運営が実は厳し

くなっていて、外国人の方の導入を決めているけれども、費用

負担がかかっているので助成していただきたいというような内

容でございます。 

 市の回答としては、令和６年度以降において、ご指摘の外国

人介護人材の受け入れ費用の一部助成など、さまざまな取り組

みを検討しておりまして、これらの取り組みを通じて介護人材

の確保に努めていくということでございます。 

 11ページの15番の２になります。介護支援専門員等への研修

の実施ということで、介護支援専門員を増やす取り組みも必要

ですけれども、まずは減少しない手だてを検討するべきだとい

うことで、５年ごとの更新研修の費用および申請の負担が大き

くて、せめて研修費の支給があれば助かるということでござい

ます。 

 こちらについては、増やす取り組みと、あとは現状維持して

いく取り組みの両方が必要でありまして、ご指摘の更新研修の

受講費用の助成については第９期計画期間中に検討していくと

いうことにしております。 

 続いて、12ページの18番になります。介護サービスの提供に

当たって、西砂周辺の被保険者は介護保険料の負担が増えるの

にサービスは変わらないというような、悪化するのは避けてほ

しいという内容です。 

 ご指摘の西砂周辺の利用者へのサービス提供については市内
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の介護保険事業者に対して、連絡会等を通じサービス提供を要

請していくとともに、介護を必要とする高齢者が住み慣れた地

域で生活を継続できるように地域密着型サービスの整備を進め

ていくとしております。 

 13ページの20番になります。こちらは介護サービス見込み量

の集計で、訪問介護員の不足が全国的に生じている現状で、立

川市内の事業閉鎖が相次いでいると、根本的な解決策を打って

いかなければ、保険あって給付なしとなってしまうということ

でございます。 

 本市の訪問介護事業所の状況としては、新規指定から廃止を

引いた純増の事業所数がここ数年若干増えておりましたが、令

和５年度に１事業所が廃止になり、さらに１事業所が廃止予定

と伺っております。 

 訪問介護は自宅で生活したいとの希望を支えるサービスであ

りますので、ホームヘルパーなど介護人材の確保は喫緊に取り

組む課題と認識しており、令和10年以降において市内の介護事

業者などと人材確保策等について協議することを予定しており

ます。 

 その下の21番は介護保険料になりまして、介護保険料は国民

健康保険とは異なり一般会計からの繰り入れは原則ないので、

高い保険料は悪いとは一概に評価できないと認識しているもの

の、それにしても現行の5,880円から素案では6,300円～6,500円

という基準額を示しておりましたので、これはインパクトが大

きいだろうと、負担軽減策との両輪が必須と考えるということ

でございます。 

 市の回答は、第１号被保険者の増加に伴う要介護・要支援認

定者数の増加や、介護報酬のプラス改定等を踏まえた結果、介

護保険料の基準額の上昇が見込まれています。 

 本市では介護保険準備基金からの取り崩し額を増額するな

ど、上昇幅を可能な限り抑制していきます。 

 また、本市独自の介護サービス利用料負担軽減事業を継続

し、安心して介護サービスを受けられるようにしてまいります

ということで、素案では6,300～6,500円という幅のある数字を

お示しましたけれども、昨年末に国のほうで被保険者負担の見

直しについて結論が出ましたので、その結論を踏まえて検討し
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た結果、原案の186ページに示しておりますけれども、保険料の

基準額は6,183円ということで、現在の5,880円から303円値上げ

ということになります。 

 私からは以上でございます。 

 

会長  ありがとうございます。事務局からのご説明が終わりまし

た。 

 委員の皆さん、何か感想などございましたらお願いします。 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いいですか。 

 先ほどの、外国人の介護士を増やすという10ページの14番の

中で、外国人といっても、逆に今は円安で外人にしてもあんま

り日本に来なくなってくるということを聞いたことがありま

す。 

 外国人も必要なんでしょうけれども、取りあえず日本の方が

こういう介護のほうを支えるようにできるにはどうしたらいい

かといって考えたんですけれども、やっぱり年配の方、60、70

でも元気な女性の方だとか、男性の方いますよね。そういう人

にもっともっとアピールして、介護のほうに就職してもらうな

り、再就職してもらうなり、手助けしてもらうなり。 

 そういうのをもっともっと打ち出して、年配が年配を支える

んだという形を、若い人を当てにするんじゃなく、外国の人と

を当てにするんでなく、年配が年配の人を支えているような、

そういう構築ができたら一番理想かなと。そうすると悩み相談

もできるだろうし、やっぱり、若い女性のスタッフは子育てだ

とか家のことだとかで忙しいでしょうけれども、やっぱり60過

ぎたら、元気なお年寄りは余ってる方結構いるんですよ、女性

の方でも、男性の方でも。 

 そういう方たちが介護に少しでも携わってもらえると、あ

あ、自分が年取って、もっと面倒見てもらう時には、こういう

ことしてやったらから、自分もこうやってやってくれたらうれ

しいなと、そういう好循環をつくれるようなシステムを、ぜひ

この協議会でみんなでつくっていってくれれば、まだまだ人材

が、人不足と言いますけれども、まだあがけるんじゃないかな

と僕は期待大にしておりますから。以上です。 
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会長  ありがとうございます。60代の人口のピークは過ぎて少しず

つ減っているとはいえ、まだまだ多い層ですから、全体から見

たら若者よりは多いですから、確かに。 

 どうですか、今、現状でそういう方が現場でご活躍されてい

るかどうかみたいな、何か実績データとかありますか。急に言

いましたので数値ではないと思いますので、感覚的にどうでし

ょうか。 

 

事務局  ケアマネジャー代表の委員、そのあたりの立川市の状況はい

かがでしょうか。 

 

会長  どうでしょうか、お願いいたしますか。 

 

Ｂ委員  何なりとお答えしますんで。 

 

会長  お願いします。 

 

Ｂ委員  すいません、質問の趣旨が飲み込めてなかったかもしれませ

ん、どんな感じの。 

 

会長  すみません。60代ぐらいの方が、元気な高齢者が高齢者を支

える、介護職として働いていただけるんじゃないかというＡ委

員のアイデアで、実態は今どうなのかねという話です。 

 

Ｂ委員  実態はそのままいなくなっちゃうんです。訪問介護事業所の

ヘルパーさんが、もうその年代なんです、そもそもが。 

 だから、そこがリタイアされるので、それが補充できない。

要するに、それ以下の年代の人が募集しても来ないので、さっ

き言った、僕の知っている事業所も続々廃止するんですけれど

も、この市内で。そういうのが理由なんです。60～70代のヘル

パーさんが現役でやっていたんですけれども、お辞めになって

しまって補充が利かないんで、事業所が閉鎖するというのがあ

るんで、現に、おっしゃったとおりの図式はあるんですけれど
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も、逆に今までそれに頼ってきちゃっててというのが、30代、

40代とか50代の上になると、いい働き盛りの、ヘルパーさんな

のでどうしても女性の方が多いんですけれども、なかなかいら

っしゃらないという現実です。 

 

会長  ありがとうございます。だから何となく、今働いている人以

外にも働ける人がいるんじゃないかなというふうにＡ委員から

みると見えるのかもしれません。 

 今まで働いていなかったけれども、60・70になってからも新

たな挑戦として入ってくるというのは、なかなか大変なことだ

と思いますけれども、そういう方をターゲットにという考え方

も必要じゃないかというご意見ですね。 

 今、Ｂ委員がおっしゃるように前から働いていた人がそろそ

ろ辞める年代なんだというところもあると思います。難しいと

ころですね。 

 どうでしょうか。 

 

Ａ委員  ちょっと、いいでしょうか。 

 こういう事業というのは、年齢制限はあるんですか。要する

にもう65以上は働けないとか…… 

 

Ｂ委員  各事業所はそれぞれ、もちろん会社ですので、それぞれで定

めている就業規則の中で定年があるところはあるのかもしれま

せんが、今のところ僕らのイメージは特にないです。70代のヘ

ルパーさんなんて別に普通にいらっしゃるので、現役で。年齢

制限とかというイメージではないとは思うんですけれども。 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 はっきり言って、何もかもマンパワーが今、足らないわけで

すから、通所のところもそうでしょうし、介護の施設のとこも

足りないでしょうけれども、そういうところをもう少し年配の

方たちの、こういうちょこっとボランティアじゃないんですけ

れども、そういうところから興味のある方は賛同してくれない

ですかと。 

 ただ、１カ月でもいいからちょっと見学してみませんかとか

いう取っかかりをつくってくれれば興味持ってくれる方いると
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思うんです。何もしないで人がいない、人がいないじゃ話にな

らないと思うんです。何か取っかかりをつくって、そういうこ

とを、もう１年、２年やってくれというのじゃなくて、たとえ

１カ月でもいいから１回ちょっと様子見にいってよと、こうい

う施設があるけれども、こういう事業もやっているんだよとい

うような形を、ちょこっとボランティアの延長戦じゃないです

けれども、そういうことも含めてやっていかないと、いつだっ

て、人が足らない、足らない、もうマンパワーが全然足りなく

なってサービスもできない、ただ、いろんないいこと書いてあ

るのに何も実践できないという形じゃ、絵に描いた餅になって

しまうので、ぜひそういうことを進めていってほしいなと思い

ます。 

 

Ｂ委員  はい。はいって僕が言うんじゃないですけど。 

 

会長  介護保険課で。 

 

介護保険課長  年齢の高いヘルパーの方は、やはり身体介護が難しいんです

けれども、利用者の方と年齢が近いので割と相談に乗りやすい

とか、逆にヘルパーさんがよく気が利くとかいうことで、事業

所によってはそういう話相手だとか、簡単なお仕事で年齢の高

いヘルパーさんを活用されているところもありますので、まだ

まだ年齢の高い方も活躍する場所がありますので、うまく事業

所で利用者のニーズを捉えて、そういう高い人を有効的に活用

していただけたらなと考えております。 

 また事業者連絡会等で、いろいろ情報交換等をしていきたい

と考えております。 

 

会長  ありがとうございます。私の知っている社会福祉法人では、

確か何年か前に72歳の定年を75歳に引き上げた記憶がありま

す。運転はしないようにという話ですが。そういうふうに対応

すると違うと思います。 

 その他で何かご意見ございますか。どうぞ。 
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介護予防推進 

係長 

Ａ委員から今、お話がありました取っかかりというところでご

紹介させていただきたいんですが、総合事業の要支援の方です

が、家事支援に従事できるということで立川市の総合事業の生

活支援サポーター研修というのを毎年２回実施しております。 

 ３日間の研修受けていただきますと、身体介護、要介護の方

の支援はできないんですが、要支援の方の家事支援ができると

いうものになっております。 

 平均年齢からすると、参加されたのは大体60前後、お仕事退

職される方ですとか、ボランティア等に興味があったり、あと

は週１回でも２回でもお仕事がしたいという方が参加されてい

る傾向にあります。 

 こちらにつきまして研修の最終日に、主に訪問・通所介護事

業所の皆さんにご協力いただきまして、福祉のお仕事紹介とい

うことで事業所の皆さんに来ていただいて、一緒にグループワ

ークに参加して、ちょっとした疑問ですとか、ご相談を受けて

いただいたり、今年度から研修に合わせて福祉のお仕事紹介の

パネル展という、夏の開催の時は市役所の１階の多目的プラザ

で各事業所の紹介ですとか、協力員募集などを掲示して、来庁

者の方の待ち時間など時間がある時に見ていただいたり、あと

はそこで声かけして、面接につながったという方も実際にいら

っしゃいました。 

 来年度以降もパネル展とお仕事紹介については継続して実施

すると同時に、事業所の皆さんには今回は８事業所参加してい

ただいたんですが、訪問介護事業者連絡会等にご協力のお願い

をしておりますので、徐々に参加事業所も増えているといった

状況になります。来年度以降さらに拡充して、なるべく、介護

のお仕事に限らず福祉全体に興味を持っていただけるような取

り組みというのを来年度以降も実施していく予定でございま

す。 

 

会長  ありがとうございます。大いに期待したいと思います。あり

がとうございます。 

 他に何か。 
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Ａ委員  いいですか。 

 

宮本会長  はい。 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 ずっと、今までこうやってやってきたんですけれども、自助

と公助ばかりで互助がすごい抜けているんです。 

 要するに地域は地域で、地域同士で助け合いましょうという

形でやっていかないと、さっきのマンパワーじゃないですけれ

ども、絶対に足りなくなっているんです。 

 だから自治会などに、もうちょっと協力してもらって、ご近

所さんの、お年寄りの個人情報までは無理でしょうけれども、

こういう人たちがいるからちょっと面倒見てあげてくれるとい

うような、ちょこっとボランティアみたいな形でやっていけ

ば、最終的には顔が知れて何でも相談できて、あっ、こうであ

ったらもう公助のほうに行かなきゃ駄目だなという形を取って

いけば一番いいんで、互助のところをもう少し力を入れて、ご

近所付き合いが昔みたいに復活できるような、今の石川県の地

震なんかほとんど地域で互助していますよね。 

 でも都会は今それが薄れちゃっているんで、もう一度地域で

互助をどうしたら立ち上がっていくかという形でやっていけ

ば、最終的には公助のほうも少しは楽になるし、協議会の皆さ

んもセンターの方たちも、そこにまたワンクッション入るとす

ごく力も違ってくると思うんで、何でもかんでも個人ではすぐ

センターに相談して、あとはもう役所だ、保険払っているんだ

からやってくれるのは当たり前だというのではなくて、もうち

ょっとワンクッション置いていかないと、もうこの国持たない

んじゃないかなというのを僕はすごい思っていますので、ぜひ

そこのところ皆さんで話し合ってください。 

 

会長  ありがとうございます。今すぐは大丈夫でね。 

 

Ｃ委員  私も去年母親を特養に入れるとかで、いろいろあったんです

けれども、10ページも、13ページ、13番ですか。確かに、この

建物は入居施設自体はすごいいっぱいあるんだけれども、中は

閑散としているというのを実際に経験したんです。実際に外国
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人の方もヘルパーさんとして入っているというのは、だからも

う実際にここまできているんだなというのは実感しました。 

 ただ、実際にネットで探してみると、結構何十人待ちとかっ

て出ているので、それだけでもう家族としては、ああ、これ入

れないんだとかって、勝手にそこで引いてしまうような部分も

あるかな。実際、自分たちが何軒か回って、申込書は結局家族

とか、本人が行けるということはないでしょうけれども、家族

が実際に探さなきゃいけない、実際に施設に申込書とかをもら

ってきてとかってやらなきゃいけないので、そうすると、そこ

で初めて、いや、意外と空いているんですって言われるわけで

す。 

 だから、ネットで閲覧しているのと、実際一致していない部

分があるのかなというのはあるので、その辺はもう少し考えて

掲載してほしいかなというのはちょっと思いました。そうです

ね。 

 

会長  今の件はいかがですか。お願いします。 

 

介護保険課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険課長です。 

 市でも毎月初めに特養と老健と認知症のグループホームの入

所申し込み者の数について示しています。毎月施設に、今もう

すぐ何人ですかということを聞いて、それを毎月の初めに更新

しています。 

 その数字の中には、やはり１人の方が複数の施設に申し込ん

でいるということもあって、どうしても数としては多くなって

しまうんですけれども、実際に施設に申し込むと割と早く入れ

たとか、あとは施設側からは、空いたので名簿の順番どおりに

お声をかけても、まだ在宅で頑張れるから今は大丈夫ですと

か、そういうケースもあって、施設によってはなかなか空いて

もその次が埋まらないというようなことも伺っておりますの

で、市としても状況を適切に把握していきたいと思っていま

す。 

 



13 

会長  ありがとうございます。 

 Ｃ委員が感じられたこと私も全く同感でございまして、公的

な情報、ネットの情報、実態とだいぶ違うなって何人かのお手

伝いをさせていただいた時に、やっぱりなかなか市役所とか在

宅介護関係者の方、ケアマネさんとかはなかなかそこまで踏み

込んでお手伝いするわけにも、してはいけないので、実際に一

つ一つの施設に話を聞くと、これだけ施設の数だけ事情がある

んだなって、みんないろんな事情を抱えていて、すごくタイミ

ングって大事な分かれ道という、ご縁ですねという話になっち

ゃうんですけれども、ちょうど今ならとか、そういうのがすご

く何だろう、生というか、本当に変化常にし続けているという

のがあって、確かに、これを介護しながら家族がやってくださ

いって、なかなか酷な話なんだけれども、まめに一つ一つ当た

ると、だって入所できるのは１つだけでいいんですから。幾つ

も当てる必要なくて、ずっと当たっていくと１つぐらいタイミ

ングが合うんですよね、というふうな実感を持っています。 

 それを１つのデータベース的にぱっと見てとかいうふうにな

ったら、それはいいだろうなと思うんですけれども、なかなか

そうはなっていないんですよね。無理そうですかね、今のとこ

ろは。どうです。 

 

Ｂ委員  無理じゃないですか。 

 

会長  無理ですかね。Ｂ委員にずばっと。やっぱり、地道がいいん

ですかね。ありがとうございます。そんな実態ですね。関係の

方が見たらそういうもんだと諦めるしかなさそうですね。 

 どうやらＢ委員も言われたご経験がありますか。 

 

Ｂ委員  いや、そういうわけじゃないですけれども、僕、いや、そう

いう状況、今、Ｃ委員がおっしゃったことも含め課長さんがお

っしゃったとおり、結局僕が30年前施設の相談員をやっていた

頃と変わらないんです、30年たった今も。 

 要するに入所書はたくさん来るんですけれども100人、200

人、入ろうとしているんですけれども、おっしゃったように何

軒も申し込むし、職員も２年前に申し込んだ人でも申し込み意
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思があるかの確認はできないんです。 

 だから、ファイル化された中の総数が例えば20件、30件かも

しれないですけれども、でも実際はそんなにいってないという

のは大いにあることで、今もあると思います。 

 本当に僕も実際特養の入所のお手伝いをするんですけれど

も、タイミングが合えば今でもすぐ入れます。タイミングが悪

いと、確かにずっと入れない。だからそこも運と言うのも変で

すけれども、本当にその時、その時の状況なので、それが一概

に施設側にちゃんとしたデータを出せと言うのもなかなか正直

難しいので、利用者さんには、もう、とにかく自分の目で見て

いって、面倒くさいですけれどもご家族は、例えばそこで話を

して、入りたいんですって訴えてきてくださいと言っていま

す。 

 

会長  そうですよね、今のところは。すいません、ちょっと行政経

由の確認は難しそうです。ありがとうございます。 

 その他何かございますか。どうぞ、では。 

 

Ｃ委員  入所施設に申し込んだ後の対応なんですけれども、施設によ

っては１年後に今の状況をお尋ねする手紙等を出しているとこ

ろもあります。 

 こまめに施設に電話をして状況を伝えていくことが、やはり

重要だなと思っています。そのまま放っておいても、多分声は

かからないと思いますので。 

 

会長  ありがとうございます。 

 その他、何かお気付きのところはありますか。このパブリッ

クコメント、ございませんか。 

Ｂ委員 １個だけいいですか。 

 

会長  どうぞ。 

 

Ｂ委員 

 

 

 こちらの頂いたほうも一応チェックはしたんですけれども。 

 その後、パブリックコメントにもあるんで、やっぱり僕も次

の2040年でしたか、僕らがおじいちゃんになる頃、第二次ベビ
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ーブームの僕たちがなる頃がまた次の波なんですけれども、そ

れに向けてという意味でパブリックコメントには１人暮らしの

方と、実際老々の方、老々のご夫婦だけの世帯が圧倒的に増え

ているのはもう分かっているので、そこに対する介護というよ

りも、福祉施設施策全般のサポートというんですか、今、この

中にもある金銭管理の問題だったり、住宅とか、大家さんとか

不動産屋さんが困るんだよとか、孤独死は勘弁してくれよと

か、もろもろ全部のやつをできれば長期的に取り組んでいただ

けたらなというのは、個人的に。 

 かなり、日本全体どこの地域も、そこは逼迫（ひっぱく）し

てやばくなりそうなので、それを支える若年層が少なくなるの

も分かっていることなので、在宅介護という意味ではないんで

すけれども、福祉施策全般としてここは、中には精神障害の方

も認知症の方も身体障害の方も多々いらっしゃって、今、石川

県のほうでもそういった方々のサポートは相当困難を極めてい

るそうなので、平常時でも人材不足というのはそういうところ

にも出てくるので、そこはぜひ、今回の計画ということではな

いですけれども、今後の計画の中で０次予防は大事なんですけ

れども、そこにかなり重きを置いて取り組んでいただけるとい

いかなという印象は受けました。 

 

会長  ありがとうございます。これすごい現実だからぱっと出てこ

ないんですが「カネサポ」のこととか「居住支援」とかも載っ

ていましたよね。 

 

Ａ委員  いいですか。 

会長  はい、Ａ委員どうぞ。 

Ａ委員  今のＢ委員の件で僕もちょっとご夫婦に相談を受けました。

やっぱり、もうきょうだいも親戚もいないと、子どももいない

と。病気も、一人は要支援１だと。お父さんはちょっとぜんそ

く持ちで病気がちだと、将来どうなるのかなと。ただ、持ち家

なんです。でも、年金暮らしなんです。でも、どちらかが亡く
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なったらどうしたらいいのかという問題で相談を受けたんで

す。 

 そうする時には、後見制度があるのでしょうけれども、そこ

までいくのには要するに財産があると、財産がなければ後見人

制度でもいいんでしょうけれども、ある程度財産があるとそれ

を処分して施設に入るのか、自分でそこに一生住み続けていく

のか、介護が進んでいけばどんどん体力は落ちて、そういう家

庭が多いと思うんです。 

 Ｂ委員が言っていることは、多分そうだと思うんで、それを

本当に、立川市は特に持ち家の方が多いんで、そこのところ今

からでもいいから、ある程度前もってこういう相談できますよ

というような制度があれば市民も安心できるのかなと。特にこ

ういうものは末端の生活が困難な方にはすごい分厚くしてある

し、所得の高い人はそんなの当てにしなくても勝手に高級介護

施設に入れるだろうけれども、中間層がどうしても抜けちゃう

んで、そこの中間層のフォローをどのようにしていくのか。 

 要するに持ち家はあるけどもそんな現金は持ってないと。じ

ゃあ家を処分しなきゃいけないのかと、そういう時には自分一

人でどこに相談すればいいんだという、僕が相談受けたんで、

そこでさっき今、Ｂ委員が言われてたんで、ちょっとそれを思

い出して今、発言したんですけれども、ぜひそういうものも、

相談窓口じゃないですが、元気なうちに相談できるようなもの

をつくっていただければ、そういう何でも地域包括支援センタ

ーに行けばいいやということじゃなくて、そういうことなんで

もっと身近に、近所のおじちゃんやおばちゃんに相談できるよ

うな形から入っていたから、互助というのが大事になってくる

のかなと僕は思っているので、以上です。 

 

会長 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 その他、いかがでしょうか。委員。 

 ちょっとお待ちください、すいません。 

 

高齢福祉課長  高齢福祉課です。 

 今のお話で、はっきりこうしようというのはなかなかないん

ですけれども、ただ、どんどん高齢者が増えていく中で、公助
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だけでは賄いきれない時期がどうしても来るので、その来る前

に今、皆さんからいろいろおっしゃっていただいたことについ

ては、行政側も含めて皆さんといろいろ考えて対策をいろいろ

検討していかないとけないというふうには思っていますので、

取りあえず今後とも協力をお願いしたいので、よろしくお願い

します。 

 

会長  お待たせしました、Ｄ委員。 

 

Ｄ委員  パブリックコメントにあったのかなと思ったんですけれど

も、調べたらなかったので、こちらのほうに、頂いた立川市高

齢者福祉介護計画の原案の144ページです。 

 養介護施設の従事者等による高齢者虐待の防止というところ

なんですけれども、やはり、立川市の理念で個人の尊厳は大切

にされなければいけないというところが全面に出てきて、それ

で、ここのところ見た時に、通報相談件数が７件あって、虐待

と認定された件数が３件だということで、何から何まで虐待の

中に入らなくて、やはり専門的に認定されて初めて虐待という

ふうになるんだなということがちょっと分かって、じゃあどこ

からどこまでなのかなというをまず疑問に思いました。 

 それと令和６年から８年度の方向・目標というところなんで

すけれども、真ん中辺りで介護現場の安全性の確保、リスクマ

ネジメント等についてという箇所があるんですけれども、リス

クマネジメントというのを最近よく聞く言葉ではあるんです

が、分からなかったので用語説明のところを引いてみました

が、載ってなかったんです。こちらのほうに。 

 私としては、やっぱりこれから令和６年、８年に向けての方

向・目標なので、そこら辺を詳しく聞きたいな、簡単にでいい

んですけれども、手短にで結構なので、ちょっと気になってい

るところなのでお願いいたします。 
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会長  では、お願いいたします。 

 

介護保険課長  介護保険課長です。 

 ６年度から８年度の方向・目標の中のリスクマネジメントで

すけれども、やはり介護施設の管理監督者として虐待が起こら

ない仕組みを施設内でしっかりつくっていくということと、も

しそういう虐待が発生した場合は適切に対応するというような

マネジメントはしっかりやっていただきたいということで、こ

ういうような表現をしております。 

 令和５年末まで、いわゆる施設の虐待防止というのは努力義

務なんですけれども、令和６年度からは義務ということで、虐

待に関する研修の実施であるとか、虐待防止委員会の設置が義

務となりますので、そういうことも踏まえて、しっかり施設の

管理監督者として取り組んでほしいということで端的な表現を

しております。 

 

Ｄ委員  よく分かりました。 

 それで、言葉の説明の用語のところには載せないつもりでい

きますか、それとも少し、私としては分かったほうがいいかな

という用語ではあるのかなと思ったんですが、そこら辺は…

…。 

 やっぱり、６年～８年の方向・目標としっかり言ってるの

で、そこがリスクマネジメントを導入して、そして介護メンバ

ーの中のことをきちんとリスク、事故のリスクとか、そういう

ものを把握していくんだという、組織的なそういう中でのこ

と、そういうものの取り組みというふうに私は受け取ったんで

すけれども。 

 

介護保険課長 

 

 介護保険課長です。 

 こちらとしては、これは市が行うのではなくて養介護施設等

において、介護現場の安全性の確保とリスクマネジメントにつ

いてしっかり取り組んでほしいということを行政が周知するこ

とによって、事業所でしっかり取り組んでほしいということで

記載をしているところでございます。 
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Ｄ委員  分かりました。 

 言葉の問題なんです。リスクマネジメントという言葉の問題

は、私は分からなかったのでそれを用語の中に入れていただい

たほうが私としても、Ｙａｈｏｏ！で調べて分かっているんで

すが、そこら辺はあれっと思って載ってないなと、それから前

回頂いた素案にはこのことは載っていなかったと理解しており

ますので、その言葉は原案に付け加えられていたので、素案に

は、前回のには載ってなかったと理解しているので、そういう

ふうに申し上げましたけれども。 

 

介護保険課長  リスクマネジメントという言葉ですけれども、一般的に広く

使われている言葉だと思います。そういった意味である限り、

東京都の計画とか領域ごとに見ながら、どのような表現を使っ

ているのか調べた上で対応が必要なら対応していくということ

を考えています。 

 

会長  再確認していただけるということでした。 

 

Ｄ委員  分かりました。 

 

会長  その他いかがでしょうか。よろしければ、次へ進みますが。 

 

会長  今日はパブリックコメントのほうを・・・。計画のほうは

「原案」とはなっていますが、ほぼほぼもう確定状態なので、

でもまだ間に合うこともあるのかもしれないけれども、何かあ

りますか、Ａ委員。 

 

Ａ委員  いえいえ、僕は修正ではなくて、ちょっと聞きたいなという

のがあったので、いいですか。 
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会長  どうぞ。 

 

Ａ委員  124ページの現状で、高齢福祉課さんにお聞きしたいんですけ

れども、後見人制度の相談ですけれども、一気に３年度で、４

年度増えているんです。コロナで減っていたのか、急にそうい

う制度になったから増えたのかというのが分からなかったもん

で、何でこんな急に件数が増えたのかというのが聞きたかった

ので。 

 

事務局  ありがとうございます。 

 124ページの高齢福祉課の現状で成年後見制度・日常生活自立

支援事業の支援が令和３年度34件から、令和４年度は357件に増

えたというご質問です。 

令和４年から福祉総務課が中心となっています成年後見制度

利用促進計画が始まっておりまして、その計画の中で地域包括

支援センターの役割が明確になりました。 

 今までは地域あんしんセンターたちかわに、ほとんど成年後

見制度についてはお任せしていたところなのですが、地域包括

支援センターでもご家族やご本人に説明をするだとか、成年後

見の申し立てに関して一緒に支援をするという形で少し役割が

増えましたので、関わった件数が増えたということになってご

ざいます。 

 福祉総務課長のほうから補足があればお願いいたします。 

 

福祉総務課長  まさに、今、事務局がおっしゃったことに重なるんですけれ

ども、いわゆる計画ができた関係で包括とか、あんしんセンタ

ーもそうなんですけれども、いろんなところのネットワークが

できまして、そういったところからいろんな情報が、そういう

時はあんしんセンターに送る相談という形にあるんです、上の

福祉総務課の欄の初期相談件数341件から416件と、日常生活自

立支援事業の件数も毎年度、右肩上がりで増えていっているん

です。 

 やはり周知がかなり浸透してきたという点が１つあるのと、

あと徹底的なやはり母数、高齢者が増えつつあるというところ
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も大きく関係しているのではないかと思っています。 

 以上です。 

会長 

 

 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 パブリックコメント、素晴らしい成果だったと思います。 

 33件ですか、驚異的だと思います。同時期に、他の計画の、

パブリックコメントが幾つぐらい出ていましたかね、複数出し

てる人は、他のところは全然出ていないんです。 

 この介護・高齢者の部分だけは突出して33件も意見が出てい

る。読むと、やっぱりこれ業界の人かなと思うようなのがだい

ぶあるんで、詳しいなという意見が、そういう感じはしますけ

れども、とはいえ、素晴らしいと思います。 

 なおかつ、市役所の対応もとてもいいなと思うんです。意見

を反映するのが９件もあるって、これはなかなかないんです。

たいていこういうのは意見を反映するものがゼロで、一番最後

の庁内で意見として共有しますというのばかりなんです。結局

採用しませんと、これがゼロですよね。ちゃんと答えているわ

けです。 

 意見を反映するのは９件だけれども、その他のところが、市

の考えを説明するものと、説明がまた丁寧に説明しているんで

す。こういうやり方をしていけば、立川でももう少しパブリッ

クコメントが盛り上がるんじゃないかなと思いますし、今回非

常に大きな成果を得たと思いますし、これには前々からご説明

いただいているとおり、Ｙｏｕｔｕｂｅ動画出したとか、いろ

いろな取り組みを頑張ったからこの結果が出たという、本当に

素晴らしい取り組みだったと私は感じております。お疲れさま

でございました。 

 それはパブリックコメントのところは以上にいたしまして、

次へまいりたいと思います。 

 

事務局 

 

 

 

 

令和５年度地域包括支援センター運営事業振り返りという冊

子をご覧ください。 

 こちらにつきましては12月に１カ月間をかけて地域包括支援

センターと福祉相談センター、在宅支援係、地域福祉コーディ

ネーター、認知症地域支援推進員とともに令和５年度の地域包
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括支援センター事業・福祉相談支援事業について振り返りを行

いました。 

 まず、全体的に立川市の状況をご報告させていただいた後、

各センター長から３分ずつ特徴的なところをご報告いただきた

いと思います。その後、委員の皆さまからご感想やご質問を承

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 資料の１ページ目です。特徴的だったのがＩＣＴの促進とい

うことで、大きく分けて３点ありました。 

 Ａｙａｍｕというカシオ計算機株式会社と立川市が共同でつ

くっておりますソフトがありますけれども、こちらの活用につ

いて取り組めております。国もデジタル技術の活用をしていく

という方針がありますので、立川市もできるだけＩＣＴの促進

をしていきたいと思っています。 

 Ａｙａｍｕの活用ですが、介護サービス事業者連絡会ごとの

グループサイトがありますので、その中でいろんな情報共有を

していきました。 

 また、行方不明の高齢者の方が年に数件あるわけですけれど

も、ご家族のご承認を得た方につきましては、Ａｙａｍｕを通

じて情報を流したところ、デイサービスの事業所やヘルパーた

ちが活動の途中で高齢者を見つけてくださって、２件ぐらいだ

ったと思いますけれども高齢者の発見に至ったということがあ

りました。 

 それからケアマネ不足なんていうことも取り組んできました

が、さいわい包括のエリアで今モデル的、試験的に行っており

ますが、居宅介護支援事業所をこのＡｙａｍｕのグループサイ

トに登録していただいて、ケアプランの受け入れ状況の確認を

Ａｙａｍｕを通じて行っているという報告を受けております。 

 それから（２）番目、包括公式ＬＩＮＥの導入です。本日、

すいません、チラシのほうのご用意ができておりませんけれど

も、はごろも包括・さいわい包括・かみすな包括・たかまつ包

括にて包括公式ＬＩＮＥを導入しております。 

 こちらにつきましては、登録をしていただいた方に一斉に情

報発信ができるということで、かなり有効に、例えばですけれ

ども、ちょこっとボランティアに登録していただくと、こんな

イベントがあるのでお手伝いしてくださいという一斉送信する
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と「私、できます」みたいな形で返信が来たりしております。 

 今月ありました地域見守りネットワーク事業者連絡会でもこ

ちらの公式ＬＩＮＥをご案内しまして、企業とつながりたいと

いうことで、企業の皆さまにも公式ＬＩＮＥに登録していただ

いております。 

 企業に協力していただきたいことだけではなく、こちらから

ビジネスケアラーの支援等、いろいろ情報発信ができるという

ことで試みているというところなのです。かなりアクセスはあ

りましたが、その先の手続きまで出来ていない企業もあります

ので、地域福祉課にお問い合わせがありましたら、高齢福祉課

まで、お願いいたします。 

 それから２ページ目です。引き続きメール相談、オンライン

面談を実施しております。 

 今後、地域包括支援センターの業務効率化も含めまして、Ｉ

ＣＴの活用を進めてまいりたいと思っております。 

 ２つ目、立川市の特徴として会議が多いということが挙げら

れていると思いますが、今後、実効性のある会議運営、結果を

得られる会議運営を求められているということで、頑張ってま

いりたいと思います。 

 これから市民や企業を巻き込んだ地域での会議も開催する必

要が出てくると思いますので、地域包括支援センター・福祉相

談センターの職員にはファシリテーション能力の向上が求めら

れていると考えております。 

 それから３ページ目になります。３番のところ、地域福祉コ

ーディネーター、生活支援コーディネーターとの連携です。 

 こちらにつきましては全てのセンターで、立川市の強みであ

る、特徴であるという意見が多くありましたので、引き続き一

緒に地域づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 それから４番・５番・６番、市民を巻き込む、何でもない人

を巻き込む、事業所・企業を巻き込むというところですけれど

も、こちらは先ほど委員からもお話がありましたように、互助

の部分と考えておりまして、地域包括支援センター・福祉相談

センター、立川市だけではなくて、市民を巻き込んでいく、企

業を巻き込んでいくということで、今後どういうふうな展開が

できるかというところがキーポイントになってくるのではない
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かと思っているところでございます。 

 最後、４ページ目です。７番のところでセンター機能強化で

すが、スタッフ、個人、地域包括支援センター・福祉相談セン

ターの一人一人の職員を守っていくために必要なこと。 

 最近は①番、ハードクレーマーへの対応というところがあり

まして、かなり高齢者の家族の方からの理不尽なクレーム対応

に疲弊しているところでございます。時間も取られますし、気

持ち的にも精神的にも非常にダメージを受けるというようなこ

とがありますので、来年度につきましてはハードクレーマーの

方への対応を、どのように組織的に対応していくかということ

を考えていく必要があるのではないかなと考えております。 

 地域包括支援センターの機能強化、運営ということで、キー

ワードとしてはＩＣＴの活用、ちょこっとボランティアさんが

180人おりますので、この180人のボランティアさんに地域包括

支援センター・福祉相談センター運営に協力してもらえないか

と考えております。 

 それから、たくさんの社会資源がありますので、地域包括支

援センターが今まではやってきたけれども、これからは社会資

源の皆さまにリレーをしてもよいものがあるはずだと思ってお

りますので、そこの整理をしていきたいと思っています。 

 そのために地域診断が必要ですし、現行事業の見直し、断捨

離と書いておりますが、地域包括支援センター・福祉相談セン

ターがやらねばならないことと、他の地域の皆さまに任せられ

ることをしっかりと見極めていく必要が、今後はあるのではな

いかなと考えているところでございます。 

 それでは、ふじみ包括支援センターから、ご説明をお願いい

たします。 

 

ふじみ地域包括支

援センター 

 

 ふじみ地域包括支援センターです。お世話になります。 

 ５ページをお開きください。中段に重点的に取り組むべき業

務、事業ということで４つ挙げさせていただいております。 

 ①のメール相談であったりとか、このコロナ禍において変化

してきたものというものがあります。これからより、引き続き

相談しやすい形というものを電子的に各包括支援センター・福

祉相談センターの皆さまと進めていけたらと思っております。 
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 ②のところは先ほど事務局からもあったので割愛さしていた

だいて、③のところはやはりメール等で扱う時の情報セキュリ

ティーだったりとか、個人情報の取り扱いというものも電子的

に注意を、中で確認をし合っているということになっておりま

す。 

 基幹型ということになりますので、④の部分のやはり電子的

な各種研修であったりとか、業務別連絡会等の取りまとめをさ

していただいております。そういう面においては、やはりコロ

ナが明けてきたということもありまして、対面での開催という

ことも進めていけたらと思っております。 

 実際、この一番下段にある第１層、立川市レベルというとこ

ろでは、②のところにあります立川市の地域包括支援ネットワ

ーク・循環図というところで、これはすいません、ページが飛

んで申し訳ございません、これは９ページの11番立川市との連

携のところで、②のところに基幹型ミーティングということ

で、高齢福祉課在宅支援係の係長と基幹型の職員と毎月１回行

っている中で、この循環図において地域の課題であったりと

か、地域の課題の種というところをどのように連動させていこ

うかというところが進められたらよかったかと思います。 

 簡単ではありますが基幹型のほうは以上となります。 

 地域型のほうは13ページをご覧いただければと思います。こ

ちらが地域型のほうになります。 

 14ページをご覧いただきまして一番上の生活圏域ということ

で、第２層のところが富士見町・幸町ということで担当になり

ます。 

 この中の②の地域課題のタネというところで小地域ケア会議

ということで、地域ごとのケア会議を地域の方々にも入ってい

ただいて、実行委員会も開催して、地域福祉コーディネーター

とも連携して内容等を決めていきました。 

 地域ケア会議のところなんですけれども、ページは15ページ

の５番目のケアマネジメント支援業務の③にもありますが、小

地域ケア会議の中で顔の見える関係であったりとか、今年度に

つきましては、普段は総合福祉センターで行っている会議を地

域のカフェＣＯＣＯＯＮという場所を使わせていただいて、地

域の方々にも知っていただく、また顔の見える関係をつくって
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いったというところがあります。 

 15ページの７番の①のところでも、やはり小地域ケア会議と

いうところで、先ほどの地域包括支援ネットワーク・循環図と

いうところを来場者の皆さんにも説明していって、そういった

センターとしても取り組む場所をつくっていったというところ

になります。 

 簡単ではありますが、以上で終わります。 

 

事務局  はごろも包括お願いいたします。 

 

はごろも地域包括

支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はごろも包括です。よろしくお願いします。 

 はごろも包括は21ページからのところになります。まず、重

点的に取り組むべき業務・事業というところで、①の錦・羽衣

をネットでつなげよう2020を継続するということで、これはオ

ンラインだったりとかスマホ等を活用して、つながりを保ち続

けるという取り組みです。 

 今年度もスマホ教室を開催したりだとか、老人会に出向いて

ＬＩＮＥのグループをつくったりだとか、今からのところでは

普及啓発を続けてきたということがあります。 

 また、先ほど高齢福祉課のほうからもお話のあった、はごろ

も包括では公式ＬＩＮＥ、公式アカウントを作成して、ちょこ

っとボランティアの皆さんに登録をいただいております。た

だ、登録している方のまだまだ３分の１ぐらいの方の登録には

なっていますけれども、発信すると皆さんレスポンスがすごく

よくて、返してくださるというふうなことが続いています。 

 続きまして２番目のところです。22ページセンターの２の区

域ごとの第２層の部分のところになりますが、認知症の見守り

声かけ模擬訓練を実施するということを、今年度掲げておりま

して、羽衣町の１自治会内だけですけれども実施できたという

ことがあります。 

 また、地域福祉コーディネーターさんの働きかけもあって、

別の町会等におつなぎいただいて、来年度・再来年度以降の開

催に向けてお顔合わせ等、お話等をさせていただいているとい

うことになります。 

 また、３番目の小地域ケア会議のところでは、運営スタッフ
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制を継続させていただいています。 

 ケアマネジャーさん以外にもボランティアの方だとか、いろ

んな方がスタッフになって、薬局の方だとかスタッフになって

いただいて、毎回テーマを決めています。今年度は特に１人暮

らしにまつわるテーマ開催が多くありました。検討ができたか

なと思っています。 

 ちょっと飛びまして、10番目の地域支え合いネットワーク事

業です。先ほどちょこっとボランティアの方のＬＩＮＥのお話

はさせていただいたんですけれども、ＬＩＮＥの発信に関して

は方法とか確立できたなと思っているんですけれども、ごみ出

しによる見守りが、ちょこっとボランティアの活動の中では今

まで最多だったんです。ただ長期に続けていた方が終了となる

ケースもあって、活動件数自体は大きく増えているということ

ではないんですけれども、栄養教室だったりとか、認知症カフ

ェのお手伝いをちょこっとボランティアさんにお願いしたりと

かしてつながりを続けている、見守り活動を続けているという

状況です。 

 はごろも包括は以上です。 

 

事務局  たかまつ包括お願いします。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たかまつ地域包括支援センターです。よろしくお願いいたし

ます。 

 たかまつ包括は34ページの振り返りシートのところでご説明

をさせていただきたいかなと思います。34ページです。 

 たかまつ包括は今年度は、コロナが明けたということもある

とは思うんですけれども、やっと地域のネットワークづくりの

下地ができて次の計画につなげられるかなみたいな活動ができ

たと考えています。 

 34ページの１の重点的に取り組む事業というところですが、

世代間交流あたみの活動というのをずっと、もう７年目になる

んですが、月１回ミーティングを行いながら継続しておりまし

て、そこでいろいろな情報交換をしているんですが、今回は二

小の先生との関わりが、このあたみの会を通じてできまして、
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二小の授業の家庭科のボランティアなんですけれども、ちょっ

と手伝いをいただけないかということでお声がかかりまして、

今ちょこっとボランティアさんとか、高齢者の方でそういうの

が得意な方にお声かけをして、今年度中に３回ほど二小にお伺

いするような予定を今組んでいます。 

 それから、黒ぽちの３つ目なんですけれども、企業や地域団

体に対して介護保険ＡＣＰについての出張講座を実施させてい

ただきました。 

 出張講座も、介護保険について教えてください、包括につい

て教えてくださいというご依頼があるんですが、その打ち合わ

せの時にＡＣＰのところも触れさせてくれということで、ＡＣ

Ｐについても講演させていただいてお話をさせてもらうこと

で、ＡＣＰについての周知も行いました。 

 また、長年関わりのあった銀行さんから、マグネットでくっ

つけられる冷蔵庫シートなんですけれども、それの作成ができ

るということでご提案いただきまして、それで６包括全てに、

枚数はそれほど多くはなかったんですが作っていただくことが

できました。 

 運用については、それぞれの包括で地域差もあるのでお任せ

しているんですが、たかまつ包括ではお１人暮らしの方を中心

に配布をしているというような状況になっております。 

 それから、３のところなんですけれども、黒ぽちの１つ目で

小地域ケア会議では、たかまつでは割とシリーズっぽく２回と

か３回とかのシリーズでテーマを続けることが多いんですけれ

ども、今回、認知症の方のケースで地域課題になるような方が

いらっしゃいまして、自治会長さんにお声がけをさせていただ

いたところ、２つの自治会の方が小地域ケア会議に来てくださ

いました。 

 やはり地域のことでいろいろ自治会さんもお悩みのこともあ

るみたいで、継続的に参加してくださるというご意向がありま

して、来期以降も参加してくれることになっています。 

 自治会さんもたくさんあるので、順次お声がけをさせていた

だきたいなと思っているのと、あと、自治会さんだけではなく

て地域のいろいろな団体さんであったりとか、そういった方々

も巻き込んで小地域ケア会議をつくっていきたいなと考えてい
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ます。 

 自治会さんから実際に地域との関わりをたくさん持ちたいと

いうようなお声がけがあったのと、あと、ちょこっとボランテ

ィアさんのほうで老人会に所属されている方から、老人会も地

域につながりたいんだというお声がけがありました。タイムリ

ーに市内の中高一貫校からやはり授業のお手伝いのご依頼があ

りまして、その授業で車いすとか歩行器とかの使い方であった

りとかを教えてほしいみたいなご依頼だったんですが、そこに

ちょこボラや老人会の高齢者の方に声をかけまして、７～８人

の方、実は今日も授業に今行っているところなんですけれど

も、参加していただいて、高齢者と学生さんと一緒にグループ

ワークをしていただいたりとかということもやっております。

非常に好評で、来年も来てほしいと既にご依頼をいただいてい

る状況で、高齢者の方もすごく元気になりますし、今は核家族

で高齢者に会えるというか、携わる機会がないということで非

常に学生の目が生き生きして、先生がすごく喜んでいらっしゃ

っていて、私たちも良かったなと思っています。 

 ４番の黒ぽち３つ目なんですけれども、０円マーケットとい

いまして無料で不要品を頂いて、無料でお渡しするみたいな循

環型のマーケットを２回開催しているんですけれども、今年度

は地域の教会と児童館とのシリーズにしまして、うちはフリー

マーケットをやる、教会ではコンサートをやっているとか、学

童では子どもの何かをやっているみたいな感じで、コラボして

開催をさせていただきまして、大変好評でした。たかまつ包括

は高齢者のみでなく、以前から世代を超えてなんとか地域をつ

くっていきたいという気持ちが強いので、そういった形でいろ

いろ今年度はできてきて良かったなと思っています。これちょ

っと持ってきてもらいました、これです。 

 

会長  冷蔵庫のマグネットですね。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 油性マジックで書いてもらって、冷蔵庫にぺたっと貼るとい

う感じのものになっています。 

 たかまつは、ここがたかまつとか、はごろもとか、ふじみと
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か名前を書いていただいて作ってます。 

 

事務局  回してもらっていいですか。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 はい、じゃあ。以上です。 

 

 

わかば地域包括支

援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わかば地域包括支援センターです。 

 わかば包括は36ページからになっています。わかば包括はか

ねてからですけれども、地域に根差す包括を主として取り組ん

でおりまして、今年度は自衛隊官舎の一角にある集会室を借り

て、栄町地区、以前はキッチンさかえの場所だけでしたけれど

も、もう一つの出張包括ということで場所をお借りして、取り

組みを始めましたが、なかなかこの地域の方々の特徴が分かっ

ているようで分かっていなかったというのが見えた１年でし

た。 

 当初は偶数月で開催しようということで予定していたんです

けれども、スマホのアプリの講習会とか、認サポをやったりと

か、学習会と合わせてやることができたので、奇数月も開催す

ることはできたんですけれども、とにかく人が集まらなかった

ということです。 

 この地域の方々に来てほしかったので、市の広報を使うと

か、そういう立川市全域にというような周知をしてこなかった

んですけれども、来年度どのようにしていくかというところで

は、これからまた考えていかなくてはいけないということがは

っきり課題として見えた１年でした。 

 その他は、小地域ケア会議は、前年度まではリモートと現地

ということでハイブリッドで開催してきましたが、今年度から

現地だけということで、皆さんに集まっていただいて開催する

ことができました。顔を合わせて会議を行うということは、意

見が出しやすいということを実感しております。 

 その中で、とにかく皆さまが貴重な時間を使って集まってき

てくださっているので、何か形にできるものをということで地

域の情報のマップを作ろうということで、マップ作りをさせて
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いただきました。 

 皆さんが参加して、公表されているような情報ではなくて、

あそこに行くとトイレをちょっと貸してもらえるわよとか、そ

んなような裏情報的な情報が載せられるマップを作りまして、

そのマップを作るに当たり、お店の方々に許可を得る必要もあ

ったので、改めてマップ作りのためだけではなくて、顔つなぎ

ということでも普通の活動も含めて許可取りをしていったよう

な活動がありました。 

 その他では、これまでも居宅支援事業所の職員の方々と包括

が隔たりがないようにということで、継続で意見交換をしてき

たんですけれども、今年度の取り組みとしては経験年数が５年

未満の介護支援専門員の集まりということを開催しました。 

 本音で話をしてもらえるような雰囲気をつくりまして、各事

業所を回ったりとかもしております。世間話的なところから、

普段苦労しているところとかの話が聞けてとても良かったなと

感じております。 

 その他、権利擁護のところですが、身寄りのない方の対応と

いうことで、同じ法人内に介護老人保健施設があるんですけれ

ども、わかば包括で関わる権利擁護の案件の中で施設に一時的

にですけれども、入所してもらったほうがいいというような案

件があった時に、同じ法人内ですが、今までは、うまく情報の

伝達がいかなかったりとか、どうしてすぐ受け入れてくれない

んだろうとか包括側は思っていたりとかという、ちょっとした

思いだったりとか、業務の内容の違いなんでしょうか、分から

ないんですけれども、そういうことが、それぞれはそれぞれで

一生懸命仕事をしているんですが、そこをすんなり受け入れて

もらえるということができなかったので、どういう仕事をして

いるか、包括の権利擁護の仕事はどういうふうな動きをしてる

かというところから始まって、じゃあ施設側はどういう苦労が

あって、どうでないとやっぱり受け入れるのが大変なのかとい

ったところ、お互いに集まって話し合おうという場をつくっ

て、今年度は、係長にも出ていただいて、では市はどういうと

ころをしていただけるのかとか、不安なところを少しずつなく

していこうという取り組みをしてきました。また来月も生保の

担当の方にも来ていただけるんですけれども、生保の方も担 
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当者がいるから安心だよねではなくて、ここまでは生保の方が

やってくれるけれども、ここまではやれないんですというとこ

ろを実際に机を並べて話し合うことによって、お互いに安心し

て受け入れる、引き継ぐということができるようにできたらい

いなと思っています。 

 ここは新しく取り組みを始めたというところです。この包括

と施設ですけれども、取り決めみたいなものができたのであれ

ば、これは多分他の施設や包括とも使えてくるものになるので

はないかなと思っておりますので、すぐに解決するものではな

いかもしれませんが、少しずつ形にしていきたいと思っており

ます。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

さいわい地域包括

支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さいわい地域包括支援センターです。今年もよろしくお願い

します。さいわい地域包括支援センターは43ページからになり

ます。 

 部分的に抜粋してお話します。まず１つ目、立川市の地域包

括ケアシステムの構築・深化・推進というところですけれど

も、どうしてもご高齢またはご病気、認知症そういったことに

なってしまうと、あまりよくないというマイナスのイメージが

ありますけれども、そのマイナスのイメージになっても大丈夫

というふうになれるように、将来への備えを０次予防への取り

組みの一環として、日頃から高齢者や家族が行うべきもの・こ

とは何か、自らで考え、取り組んでいただけるよう地域に発信

するという内容でございます。 

 ０次予防に関しては今回の第９次の計画にも載っております

けれども、そういった言葉を地域に発信しようということだっ

たんですが、以前に比べてやっぱり認知症になっても大丈夫、

または高齢期になっても大丈夫という考え、徐々にですけど地

域に根付いてきているかなと思っております。 

 そういったところを、まちねっとなどを通じ、高齢期の住ま

い、自宅で住み続けるために何が必要か等、将来への備えとい

うところをテーマに発信しております。 

 ここには０次予防というのは普及啓発ができていないという

反省を記載させていただいておりますけれども、先日の１月の
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小地域ケア会議では、０次予防を学ぼうということで導入部分

のことを取り組みましたので、ここに関してはできたという評

価でよろしかったかと思います。 

 次の44ページの２番です。区域ごとのニーズに応じて重点的

に行うべき業務というところです。われわれの地域に、全部型

の地域福祉アンテナショップがございます。スマイルキッチン

というアンテナショップがございます。ここに関しては実行委

員に参画して食を通じた多世代交流や、住民を主体としたさま

ざま企画・活動を地域福祉コーディネーターとともに協働でき

ております。 

 ここの利用者の方もだいぶ増えてきまして、ご高齢の方にと

どまらず、お子さま、または障害のおありになられる方、そう

いった多世代のご利用につながっているというところで順調に

アンテナショップが開設されていると思います。 

 ３つ目、介護保険事業等地域関係者との連携というところで

は、地域包括支援ネットワーク・循環図を念頭に置いた小地域

ケア会議を毎回、昨年度からですか、さいわい地域では取り組

んでおります。皆さまから出たご意見・ご感想または提案など

は、この小地域ケア会議の上のこの４行もそうですけれども、

そういったところで必ずご意見を上げるというところで、全て

ではないですけれども、徐々にできてきているし、参加してい

る人もその考えがようやく意識付いてきたのかなというところ

ではございます。 

 ４番目の介護予防にかかるケアマネジメントというところで

ございますが、ＩＣＴ化の裾野を広げるスマホ教室をプログラ

ム化して実施できたんですけれども、活用プログラム、要は包

括支援センターで取り組んでいるスマホ教室というのは、まず

最初に触ってみましょうという導入部分の開催にとどまりまし

て、その上の活用、例えばＬＩＮＥで何かをしようとか、立川

市のホームページを登録してちょっと見てみようか、そういっ

たまでの活用のプログラムまでは実施できておりませんけれど

も、徐々に全く触ったことがないという方々にも広められてい

るんじゃないかなと思います。 

 45ページ６番目の権利擁護業務というところですけれども、

成年後見制度について直接の相談はこの時点ではなかったんで
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すけれども、地域住民の要望に応じた出張講座を実施したり、

また、まちねっとなどで周知など、利用促進への活動は行えま

したということでございます。 

 最後46ページの10番、地域支え合いネットワークの部分で

す。 

 生活支援サポーター研修や認知症ステップアップ講座の修了

生から、３名のボランティアの登録を増やすことができまし

た。 

 また、新たなボランティア活用の取り組みとして、先ほど、

はごろもからもお話がありましたがＬＩＮＥ公式アカウントの

登録を促し、ちょこっとボランティアの地域懇談会を実施して

おります。このＬＩＮＥの一斉送信でこちらから依頼をかけた

ら、既に２件ぐらい事案が解決というか、マッチングができた

という実績もございますので、今後も順調に進めていければと

思っております。 

 以上です。 

 

会長  お願いします。 

 

かみすな地域包括

支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 かみすな包括です。よろしくお願いします。 

 かみすな包括、重点的に取り組むべき業務ページ数、51ペー

ジからになっております。 

 今年度、かみすな包括のほうでは、コロナが５類に移行した

ことによる地域の動き出しについていけるように地域の情報を

キャッチして、出向くことに注力させていただきました。 

 例えば自治会さんへのごあいさつをはじめとして、飲食店さ

んの協力もいただきまして、まちねっと、包括のチラシを置い

ていただけるような取り組みをさせていただきまして、相談件

数の増加につながったと思っております。 

 また、以前からごあいさつさせていただいているコンビニエ

ンスストアさんのほうからは、何かちょっと気になる方という

ことで継続してご連絡をいただいております。 

 また、地域活動をされてる団体さんのほうからは再度、出張

講座のご依頼もセンターに頂くこともできまして、包括主催の
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家族介護者教室の場だけではなくて、介護保険だったりとか、

自助・互助、立川市の目指すものというものごとをお伝えした

りするような、周知活動も行うことができたのではないかと思

っております。 

 下の立川市地域包括支援ネットワーク・循環図は、出来上が

ってくるとともに、小地域ケア会議の形を模索した１年だった

と思っております。 

 小地域ケア会議の形は一つではありませんが、マップ作りを

通して地域の方も参加しやすい、課題を解決できるような小地

域ケア会議のベースづくりというのはできたのではないかと思

っております。 

 そして、支え合いネットワーク事業、ちょこっとボランティ

アについては、ボランティア活動があらゆる人に行き届くよう

に考えていけないかと、ある自治会さんのほうからお話もいた

だくことができまして、自治会内でのボランティア活動と、ち

ょこっとボランティアの活動についての意見交換や、自治会さ

んとの連携の取り組みということもできたのではないかと思い

ます。 

 そして、ちょこっとボランティア、ＬＩＮＥ活用についても

着手し、試行錯誤をしながら運用を開始しております。 

 細かなことになりますけれども、地区ごとのニーズによって

重点的に行うべき業務の③のところですけれども、外部研修の

ところですが、内部研修だけではなく看護、一部社会福祉士の

学生の受け入れを増やすことで、地域包括職員の資質向上にも

努め、また包括職場内でケース会議だったりとか、事例検討を

行うことで振り返りや学び直し、また自立支援についても学び

を深めることができ、例えばより幅広い相談にもつながってい

るかなと思います。 

 ３番のネットワーク構築のところですが、②番のシルバーピ

アの援助員さんとの新たな連携方法というところですが、シル

バーピアさんの顔ぶれも変わりまして新たな連携が生まれつつ

あるのかなというところです。 

 エリア内の援助員さんの連絡網の共有だったりとか、号棟で

の課題の取り組みの一助として出張講座をさせていただくこと

ができております。 
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 また、ケアマネジメント支援業務のほうでは、自立支援の考

え方を深め、地域のケアマネさんとの連携を顔の見える関係づ

くりとして、わかば包括・さいわい包括で協力して北マネサロ

ンの再開、社会資源の共有、介護保険法の変更と法令遵守の辺

りに触れて、情報提供はできたかと思っております。 

 権利擁護業務のほうでは、虐待防止、消費者被害の防止とし

て、講座の実施、これは長年続けているものですけれども、今

年も継続して地域で行うことで知っていただけるよう、取り組

みを続けております。 

 支え合いネットワーク事業については、先ほども振り返りの

中でお話させていただきましたけれども、ちょこっとボランテ

ィア登録者の方のモチベーション維持のため、圏域内で交流会

を実施しまして、ボランティアさんの意見を反映して事業に取

り組んでいるところです。 

 今年度、包括支援センターがあります、地域の皆さまの相談

窓口であるということを改めて確認しながらだったなと思って

おります。増加する相談件数一つ一つ、地域の方が住みやすく

なるようにということはもちろんなんですけれども、地域と

か、地域がより住みやすくなる大事な情報であることを大事に

して、今後も地区活動ということを進めてまいりたいなと思っ

ております。 

 以上です。 

 

事務局  にしき福祉相談センター、お願いします。 

 

にしき福祉相談セ

ンター 

 

 

 

 

 

 

 

 にしき福祉相談センターです。 

 ページのほうは58ページからにしき相談センターの振り返り

となります。 

 重点的なところ、幾つかの項目についてご説明いたします。

まず重点的に取り組むべき業務、事業としての取り組みとし

て、簡単に居場所づくりというような大きなテーマを掲げさせ

ていただきまして、実際に子どもの居場所づくりというのはあ

りますけれども、高齢者の居場所のづくりを考えた時にちょう

ど令和５年度の地域福祉アンテナショップ構想がございまし
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た。 

 この構想に、介護支援センターとして居場所づくり、実際に

11月29日に地域福祉アンテナショップのプレオープンとして、

しゃべり場という体験でオープンいたしました。 

 第１回目については非常に私も不安がございました。皆さん

来ていただけるかどうかというところがありましたけれども、

しかし、自治会長さんもいらしていただきまして、15名程度の

方をお集めいただいたということでございました。 

 非常に年齢もやはり80歳から90歳の高齢の方もいましたし、

いろんな年代の方が参加していただくことができました。 

 その中でたまたまスマホを今、皆さんお持ちになっていて、

実はＩｎｓｔａｇｒａｍを開設しました、Ｆａｃｅｂｏｏｋは

できなかったんですけれども、その話をしたら早速登録をしよ

うというようなことになりまして、非常にそういった高齢者の

生の姿を見る非常にいい機会になったかなと思います。一応３

月までは毎月１回開催するということで開催しております。 

 ただ、居場所づくりというのはセンターの中ではなくて、錦

町２丁目のところで開催しておりますので、センターの立地条

件である、何度も伝えてきましたけれども、甲州街道があっ

て、発展していて、日野橋交差点というような、なかなか足を

運んでいただくにはハードルが高いところでありますので、む

しろ地域に拠点をつくっていってその点をつないでいきたいな

というようなというようなところが結論なので、方向性として

ございます。 

 その中でスマホというところもあったんですけれども、ここ

のほう、総合相談のところにも加えてあるんですけれども、実

際去年から包括支援センター、相談センターもＬＩＮＥ相談と

かが、メール相談というのを開始しましたので、なかなか直接

面談したりとか足を運んでくるとか、そういったことが苦手な

方もいらっしゃいます。 

 スマホというかそういったメールを使って相談したほうが非

常にやりやすいと、時間も選ばないしというとこもあるので、

そういったところの利点を活用しながら、今後もそういったメ

ール相談等についても対応していきたいなと考えております。 

 続いて、センターの周知活動です。地域関係者とのネットワ
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ーク構築というところでは、やはり相談センターの周知という

か認知というのを日頃から頑張っている中で、私たちは顔の見

える関係づくりというのを目標に訪問することを継続して今年

度は行ってきました。 

 非常に肌感覚ではありますけれども、少しずつ相談センター

が根付いているような反応というか、そういったものが感じら

れているように思います。 

 すいません、周知活動においては、「資源巡り」というふう

なタイトルで相談センターが作成しておりますかわら版を持参

して、顔の見える関係づくりを行ってきている状況でございま

す。 

 日常生活圏域においての小地域ケア会議でございますけれど

も、これについては、この中でいろいろと先ほど、はごろも包

括支援センターからもありましたような、お一人さまという言

葉と向き合うような、そういったものに向けて、今後は積極的

に対応していきたいということと、小地域ケア会議にやって来

る方が非常に、積極的に参加していただいているというところ

が見えておりますので、そのことを今回のきっかけとして在宅

ケア支援に関する薬剤情報の連携による課題等も見えてきてい

ますので、そういったことも検討していきたいなと考えており

ます。 

 あと、医療機関の相談といえば地域包括支援センターという

よな流れができているんですけれども、私たちと相談センター

もそういった意味で同じような対応ができるというところで、

そちらのほうの対応もしていきたいなというところが大きな課

題でございます。 

 あと、介護予防教室に関しましては、60ページです。申し訳

ありません、で、ありますように今年度はスマホ教室を３回行

いまして、そして今までＬＩＮＥに挑戦とかスマホ決済とか、

そういったものに取り組んでおりまして、３回目で大体60名程

度、今度２月に行いますところで20名ということで結構皆さん

積極的に申し込んで参加されているというところになります。 

 以上になります。 
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 引き続き、こちらのかみすな福祉相談センターと申します。

よろしくお願いいたします。 

 今年は２年目ということで前年に引き続き地域への周知と、

あと地域とのつながりを重点に置いて取り組んでいきました。

毎月開催の大空カフェと、奇数月にはみんなでボッチャ、偶数

月にはそらの会を開催していますので、それに関して中心にお

話させていただきたいと思います。 

 大空カフェは公報掲載の影響がすごく強くて全ての開催で満

員御礼です。その１つの理由として相談センターへのアクセス

がいいということで、バスで来られたり、全域からいらっしゃ

っております。 

 あと、大空カフェでは、企業との連携ができまして、ソフト

バンクや補聴器の会社さん、２月は花王さんと連携をして開催

することになりました。。私たちとしても非常に学ぶことが多

い開催です。 

 次はボッチャですけれども、大空カフェでとても好評といい

ますか、やっている私たちがすごく楽しかったので、これを定

期開催することができました。そして、皆さんも本当に楽しん

でいただいて、徐々に参加者が主体的にといいますか、準備運

動を体操クラブで活躍している方にお任せしたり、片付けはみ

んなでやったりとかということが徐々にできるようになりまし

た。 

 あと、この大空カフェやボッチャとかの開催は相談で１人暮

らしの方の訪問に行った時に、ちょっとこういうのがあります

よとか、そういう声かけの手段にもなって参加していただいた

ということもありました。 

 もう一つ、偶数月で開催しています、そらの会。こちらは家

族介護者が中心で10名前後でお茶を飲みながらまったりと話を

するという開催です。中には高齢者介護だけではなくて、障害

を持ったお子さんを介護している親御さんも参加してください

まして、また違ったお話を聞かせていただけた有意義な会で

す。 

 センターの周知活動として今年度から始まった、６月と11月

に脳トレマラソンというのを開催しました。これは、センター

に足を運ぶきっかけづくりというものを目的として行ったんで
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すけれども、開催中は延べ100人近くがセンターに来所して、ち

ょっと私たちと会話をして帰って行くというような、そういう

企画でした。 

 11月の開催の時に、今後の地域づくりというのが念頭にあり

ましたので、アンケートを入れて、一緒に世話役というのをや

ってくださいますかというので、それでいいですよという回答

を得た方の、その方は地域の体操グループのリーダー的な方

で、つい先日の大空カフェの後にちょっとお話をする機会を設

けてもらって、今後一緒にというようなお話をさせてもらいま

した。まだ身構える感じがあったんですけれども、話をしてい

くうちにお互いに一緒に楽しんでやりましょうというか、楽し

まなきゃやってもらう意味がないですからというので、いいで

すよといういいお返事を聞かせていただいたので、今後コーデ

ィネーターさんと相談をして地域の居場所づくりにつなげてい

けたらなと思っています。 

 振り返りの10番なんですけれども、人材確保で退職者が続い

てしまって現在３名で行っています。そのまま、センターがお

忙しいのは変わらないんですけれども、来月ありがたいことに

１名新しい職員に入ってもらいます。でも、今の私たちの働き

方はかなりオーバーワークで休憩もままならないような状況な

ので、そんな状態を多く新しい職員にさせられないというので

ちょっと働き方も、私たちも改革していかなきゃなというふう

に、長く働いてもらうためにそこを今後課題として考えており

ます。 

 かみすな相談センターからは以上です。ありがとうございま

す。 

 

にしすな福祉相談

センター 

 

 

 

 

 

 

 大丈夫ですか。 

 にしすな相談センターです。よろしくお願いします。難しい

話が続いていますけれども、委員の皆さまご理解されています

でしょうか。 

 私は端的に短い時間で３点プラスアルファだけでお話させて

いただきます。 

 １点目が64ページの上段のところ、重点的に取り組む業務と

いう上から２つ目の四角のところですけれども、こちらのほう
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で右側というんですか、電話や来所の件数も増えてきていると

書かせていただいていますけれども、電話や来所のご相談がな

ぜだか非常に増えてきています。 

 特に地方から立川におじいちゃん、おばあちゃんを呼び寄せ

ます、そんな電話がなぜだかうちのセンターには増えてきてい

ます。 

 あとは、メール相談というのを各センターやっていますが、

３年目とか４年目とかぐらいになるのかなと思うんですが、当

センターはようやく先週２件目のメールが届いたところでござ

います。 

 続いて２点目が右側のページ、65ページで、５番、支援困難

な事例への対応という欄で、包括・病院などからの困難事例に

と記してありますけれども、福祉相談センターは要介護の方の

ケアマネジャーをやっておりまして、病院の方から包括を経由

せずに直接要介護の方の依頼が、これがすごい増えておりま

す。自分の担当できるエリアならいいんですけれども、隣の市

だったり、立川市内でも羽衣町の方ですとか、富士見町の方で

すとか、そういったお住まいの方で病院からのご依頼が増えて

きております。申し訳ないんですけれども、対応できないエリ

アのところは全てお断りさせていただいております。 

 ３点目が同じページの上段のところ、３番のネットワークと

いうところで、２行目のところに、にしすな地区のホームペー

ジ、みんなの西砂川にというところで、自治会連合さんのホー

ムページがありまして、そちらに毎月当センターの介護予防教

室の情報を載せさせていただいています。 

 あとプラスアルファのところでは１月１日から女性職員が入

りまして、男性１名、女性４名の５名でセンターを運営してお

ります。 

 以上です。 

 

事務局  ありがとうございました。説明は以上になります。 

 お話の途中、公式ＬＩＮＥアカウントのチラシをお配りして

おりまして、ぜひ、委員の皆さまも、ご興味がありましたら、

ご協力いただけたらと思っております。 

 説明は以上でございます。 
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会長  ありがとうございます。センターの皆さん、素晴らしい、本

当に頑張っていただいたのが、よく伝わりました。充実した話

だったので、そのまま話していただきました。途中で長いと思

ったんですが、時間がなくなりました。 

 委員の皆さんごめんなさい。先ほどは一言ずつと言いました

が、もうその時間が取れません。どうしてもここでちょっと言

っておきたいということがありましたらお願いしたいんです

が。 

 

Ａ委員  すいません。 

 

会長  お願いします。 

Ａ委員  今、会長が言ったように、本当にいい案ばっかりなんです。

ただ、いろんなことをやっていると思うんですけれども、ここ

の中に出ていないのが、要するに体重測定なんです。体重測定

だとか、スポーツじゃないですけれども、いろんな施設にもあ

りますよね、みんな各部屋だとかそういうとこに集まってきま

すよね、皆さん。 

 そういう時に体重測定じゃないですけれども、握力のをやる

だとか、歩く速さの何分歩けるのかとか、そういうことも遊び

の中に取り入れるといいんじゃないかなと、これはもう全セン

ターのほうに言えることなので、そういうのもやっぱり体育測

定のために、そういうのも取り入れるといいんじゃないかな

と、そうすると体力促進になるんじゃないかなと思ってます。 

 

会長  ありがとうございます。体力測定ですね。ありがとうござい

ます。 

 他にございますか。Ｅ委員どうぞ。 

 

Ｅ委員  よろしいですか。Ｅです。 

 今日もすごくいいお話いっぱい聞かせていただんですが、民

生委員の立場のほうから言うとすごく気になっているのが、お
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２人暮らし、高齢者の２人暮らし、必ず１人暮らしになるんで

すよ、いつかは。それが明日かもしれないし、２年後かもしれ

ないんですが、その対応がやはり民生委員としてはとても遅れ

てしまうんです。 

 最初からお１人暮らしの方だということが分かっていれば、

それ相応のそれぞれが対応ができているんですけれども、コロ

ナ禍でやはりちょっと距離が置かれましたので、こちらから積

極的に行くこともちょっと気が引けるというか、向こうでもち

ょっとって言われることが多かったので、月に１回訪問してい

たのが２月に１遍、３月に１遍ぐらいになったりです。 

 その方たちはお１人暮らしだということを私たちは知ってま

すので対応がしやすいんですが、２人暮らしの方はいつの間に

かお１人になっている。 

 皆さまもご存じと思いますが、１人暮らし調査というのは毎

年やっているんですけれども、やった後にお１人になった場合

は変な話ですが１年間分からずじまいということになってい

て、それがとても私なんかは気になっているところです。 

 だからそういう対応が、お２人暮らしの方がお１人になった

時に、それを市役所のほうから教えてくださいというのなかな

か言いづらいんでけれども、そういう情報が入るとすごくいい

な、助かると思っています。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。また検討の中に上げていただきたい

と思います。他にございますか。よろしゅうございますか。申

し訳ありません、また次の機会によろしくお願いします。 

 それでは次に進みます。それでは実施方針について、事務局

から説明お願いします。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 立川市地域包括支援センター事業実施方針案、福祉相談セン

ター事業実施方針案をご用意ください。本来であれば少し説明

をするところなのですが、時間がありませんので事前に読んで

いただいていると思います。 

 介護保険法が改正されまして行政が地域包括支援センターを

委託する際には実施方針を明確にするようにということが決ま
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っておりますので、こういった形でお作りしたものを地域包括

支援センター・福祉相談センターにお示ししたいと考えており

ます。 

 項目ですが、長寿社会開発センターが出しております『地域

包括支援センター運営マニュアル』に沿った形で項目立てをし

ております。 

 かなり実施方針が多いというイメージを持たれる方がいらっ

しゃると思いますが、地域包括支援センター・福祉相談センタ

ーのそれぞれの日常生活圏域の中で特に優先順位を付けていた

だいて取り組んでいただければなと思っております。よろしく

お願いいたします。 

 

会長  皆さんどうでしょうか。事前に用意していただいているご検

討していただいてるものばかりかと思いますが、何か修正意見

とかあれば。今日これを承認しなければいけないということで

すよね。これを承認して今度実施方針、各センターに向けて展

開していくという流れになりますけれども、これだけ充実し

て、やるべきことがまとまっていて、直す部分ではないかもし

れませんけれども、委員の皆さんご納得いただける内容でしょ

うか。大丈夫でしょうか。 

 それではこれを承認することにご異議ございませんか。 

 

（「はい」との声あり） 

 

会長  ありがとうございます。では承認いたします。お願いいたし

ます。 

 では、次に進みます。運営状況の課題についてお願いしま

す。 

 

事務局  こちらにつきましても、毎回報告をさせていただいているも

のになります。この資料の中でご質問やご意見等がございまし

たらお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございます。こちらも事前に送付させていただい

ていますので、事前に読んでいただいて何か不具合等ございま
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せんでしょうか、いかがでしょうか。大丈夫ですか。ありがと

うございます。また引き続きお願いいたします。 

 では次に、職員配置についてお願いします。 

 

事務局  本日机上配布をしました差し換え資料の６をご用意くださ

い。地域包括支援センターの職員・福祉相談センターの職員が

入れ替わりましたのでご報告いたします。 

 まずは、はごろも地域包括支援センターにおられました社会

福祉士が退職されております。 

 現在、はごろも包括支援センターは委託仕様書の人数ぎりぎ

りの４人で頑張っているところでございますので、今後、しっ

かりと見ていきたいと考えております。 

 次に、わかば地域包括支援センター９番、社会福祉士、大変

申し訳ないのですが、令和５年９月に入職されておりましたけ

れども、名簿の登載が漏れておりましたので本日追加になって

おります。 

 それから、かみすな地域包括支援センター、７番の社会福祉

士、１月１日付で入職されておりまして、本日お見えになって

おりますので一言ごあいさつお願いいたします。 

 

かみすな地域包括

支援センター 

 今年１月から社会福祉士で配置されました。よろしくお願い

いたします。 

 

事務局  ありがとうございます。 

 それから福祉相談センターです。にしすな福祉相談センタ

ー、先ほどセンター長からもご報告ありましたが、５番の方が

１月１日付で入職されておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 説明は以上となります。 

 

会長  皆さんから何か質問・ご意見ありますか。よろしいですか。

ありがとうございます。 

 では、次に進みます。介護予防支援事業等における業務委託

についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。 

 



46 

事務局  資料の７番をご用意ください。こちらにつきましてはケアプ

ランセンターこたつ、居住支援法人こたつと同一法人です。昭

島にありましたケアプランセンターを立川市一番町のほうに移

転したということで立川市の居宅介護支援事業所としての登録

になります。 

 令和６年１月１日付の登録のため詳細な情報がございません

が、現在、予防のプランが18件、そのうち立川市民は３件担当

しておりますのでご承認いただきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございます。何か皆さんからご質問ございますで

しょうか。特に問題なさそうですか。 

 ではお諮りします。ケアプランセンターこたつを業務委託先

とすることにご異議ございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

会長 

 

 

 

 

 異議なしということで、ケアプランセンターこたつを業務委

託先とすることに決しました。ありがとうございます。 

 では、続きまして４番その他に移ります。（１）次回の日程

について事務局からご説明お願いします。 

 

事務局  次回、第６回は令和６年３月26日午後２時から208・209会議

室となります。 

 本日、地域包括支援センター・福祉相談センターの振り返り

についてご報告させていただきまして、実施方針についてご承

認いただきましたので、次回の第６回の地域包括支援センター

運営協議会では、令和６年の事業計画案を地域包括支援センタ

ー・福祉相談センターが立ててまいりますので、そちらのご検

討をいただきたいと考えております。次回もボリュームたっぷ

りな会になりそうな感じがいたしますけれども、ぜひご協力い

ただければと思っております。 

 以上でございます。 
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会長  ありがとうございます。 

 その他何か皆さんから最後ご発言があれば。よろしゅうござ

いますか。 

 

Ａ委員  いいですか、最後。最後にちょっとこれ今すぐじゃないんで

すけれども、私さっき会長に、会議始まる前にちょっと集めた

んですけれども、資料。私これ、この会議が始まって10年たっ

て、莫大（ばくだい）な資料が家にたまっているんです。 

 処分をどうしらいいかって言ったらシュレッダーにかけて処

分してくれというアドバイスを受けたんですけれども、この紙

の資料何とかならないかなと。だから、早く言えばもうちょっ

とこういう会議もデジタル化して、タブレットか何かでやるよ

うな形でやって、そうすりゃこういう経費削減にもなってくる

し、事務手続きも簡素化になるんで、ぜひ今すぐじゃなくても

今後、そうやっていってやって、いい運営委員会を開いていっ

てくれればなと思います。 

 

会長  ありがとうございます。はい、大丈夫です。 

 

高齢福祉課長  今のＡ委員のご発言に関しては、将来的に、もう市の書庫の

中のスペースもだいぶなくなっているところもあって、どちら

にしてもＤＸ化に伴って、そういった取り組みをしていかなき

ゃいけないというふうには考えていますので、いつになるかち

ょっと分からないんですけれども、検討していきたいというふ

うには考えております。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。どんどん技術が進んでいってそちら

の方向に向かうのは間違いなさそうなんですが、現実的に他の

市とかで導入している方からものすごく会議がやりにくくなっ

ちゃったという話があるもんですから、人のほうがなかなか付

いていけないみたいです。そんな他の市の事例なんかも見比べ

ながら、立川も検討していただければと思います。その他、大

丈夫でしょうか。 

 それでは時間配分がうまくいかなくて大変申し訳ありません
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でした。ご迷惑かけました。 

 これをもちまして、今年度第５回の運営協議会を終了いたし

ます。お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 

一同 

 

 ありがとうございました。 

 

  

 


